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１．物流革新に向けた特殊車両通行制度の見直し・利便性向上
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【該当部分抜粋】
⑧ 特殊車両通行制度に関する見直し・利便性向上
特殊車両通行制度に関して、ドライバー不足の解消
や働き方改革の実現のため、通行時間帯条件の緩
和等を行うとともに、手続期間の短縮を図るため、道
路情報の電子化の推進等による利便性向上を図る。

「物流革新に向けた政策パッケージ」（令和5年6月2日我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議決定）のポイント抜粋



２．特殊車両通行制度における夜間通行条件について
○ 車両重量に比べて耐荷力の低い橋梁、狭隘な交差点等を重量又は寸法の大きい特殊車両が通行す
る際は、道路構造の保全、交通の危険の防止の観点から、その特殊車両のみで通行することが必要。
○ 重量D条件、又は、寸法C条件で車両幅が3mを超える場合は、渋滞抑制や対向車・歩行者・自転
車等との接触リスク低減の観点から、夜間（21時～6時）の通行を義務付け。

【条件の内容】

通行条件 重量に関する条件 寸法に関する条件

C

橋等において、徐行するとともに、許可車両の
後方に1台の誘導車を配置し、同一径間から他の車両を
排除

（屈曲部、幅員狭小部又は上空障害箇所）
徐行するとともに、許可車両の前方に１台の誘導車を配置し、その
連絡又は合図を受けて通行すること。
（交差点）
徐行するとともに、許可車両の前方に１台の誘導車を配置し、その
連絡又は合図を受けて、誘導車に続いて左折又は右折すること。

D
橋等において、徐行をするとともに、許可車両の
後方に1台の誘導車を配置し、同一の径間内の
２車線内から他の車両を排除

重量D条件

誘導車

特殊車両

寸法C条件（交差点）
※幅3m超の車両の場合

誘導車

特殊車両

・徐行

・許可車両の後方に誘導車配置

・赤色内の他車を排除（他車併進不可）

対向車線へ
のはみ出し

前

後

夜間通行を義務付け令和元年6月より夜間通行条件が付される区間は全経路から特
に交通への影響が大きい必要最低限の区間に限定。
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３．夜間通行条件の緩和方針と期待される効果について

夜間通行
条件が付さ
れる場合

重量D条件 寸法C条件かつ幅3m超

条件緩和の
影響

• 他車併進不可等による渋滞悪化
⇒交通量が夜間と同等以下の箇所で緩和を検討

• 対向車、歩行者、自転車等との接触リスク増加
⇒接触リスクを同程度以下とする施策を検討

緩和方針

取組 当該箇所の交通量が夜間と同等以下で、かつ周辺交
通への影響が小さい箇所で、20時台・6時台を通行可
能

• 車両旋回性能の向上を通行条件判定に反映する。
（寸法C条件が付される車両が減少）

条件①：橋長200m以下

※待機時間が90秒（赤信号の
信号現示）以下

条件②：当該箇所の交通
量が100台／時間・車線
以下
※地方部の道路の設計日交通量

4,000台より試算

効果 重量D条件が付された橋梁の約4割が緩和
（R3d実績で、1.7万橋梁/4.3万橋梁）

重量物運搬用セミトレーラ（重セミ）※１のうち、標準軌跡図0型で
寸法Ｃ条件が付された交差点の約２割※2が緩和

※1 寸法C条件かつ幅3m超の車両の約7割を占める
※2   R1d実績で、0.6万交差点/3.7万交差点

〇 ドライバー不足の解消や働き方改革の実現のため、道路の構造の保全及び交通の安全の確保を前提
に、通行時間帯条件の緩和等を検討。

〇 交通の安全の確保等の観点を踏まえ実地検証等を行ったうえで、令和6年4月より限定的な条件で緩和
の試行を予定。
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審査日数の推移

○ 申請件数の増加に伴い、審査日数が長期化する中、迅速化に
向けた取組みにより、一定程度短縮したが、更なる短縮は困難
な状況

許可件数の推移

○ ドライバー不足等に伴う車両の大型化の進展により、許可件
数は大幅に増加（審査日数が最長になった平成29年度と令
和4年度の比較）で約1.3倍）

４．特殊車両通行手続きの審査日数・件数について
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ｂ制度の抜本的見直しを実施



５．新たな特殊車両通行制度の導入について

行
政
の
手
続

事
業
者
の
手
続

デジタル化の推進による新たな特殊車両通行確認制度の導入

申 請
（１経路毎）

許 可 （申請した１経路のみ）

車両の登録
（１回のみ）

経路の検索 （確認請求）
（ウェブでいつでも検索可能）

審 査 協 議（地方公共団体）

決裁・許可証発行

通 行
（許可を受けた１経路を通行可）

通 行
（回答を受けた経路を通行可）

経路車両情報 重量

申請内容

入力情報

車両情報

入力情報

発着地 重量

ETC2.0
重量の

把握方法

発着地

約
20
日

即
時

※国土交通大臣は、登録等の事務を行わせるため、道路法に基づき（一財）道路新産業開発機構を指定登録確認機関として指定

情報が電子データ化された道路について国が一元的に処理

WIM（自動計測装置）による取締り

特殊車両通行確認制度（新制度）

・ETC2.0を活用した経路確認
・運送依頼書等による重量確認

取締基地における取締り

※手作業

特殊車両通行許可制度

特殊車両の通行手続

経路

・取締基地における取締り
・WIMによる取締り

（Ｒ
4
年
度
）

通
行
時/

通
行
後

実
際
の

通
行

S
主経路

通行可能な経路を回答 （ウェブ上で即時に地図表示）

S

G

※ 主経路、代替経路及び渡り線については、実際には通行条
件に応じた色で表示されます

G
主経路
代替経路
渡り線

主経路
代替経路
渡り線

渡り線

代替経路
主経路

渡り線

車両条件の確認

令和４年４月１日から運用開始
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６．特殊車両通行確認制度の利用促進に向けた課題①

6

【許可制度】
走行経路毎に個別に申請

〇 確認制度の利用は、道路情報が電子化された経路を対象としているが、現状は道路情報の電子
化済延長が少なく利用可能な経路が少ないことや、確認制度の手数料が許可制度と比較して割高
感があること等を背景に利用が低迷している状況。
確認制度：令和4年4月～運用開始した新制度、
許可制度：従来の特車手続き制度

【確認制度】
大型車誘導区間・重要物流道路を
即時確認（令和4年4月～運用開始）
※ETC2.0搭載と経路の電子化が前提

手続期間：約30日
手数料：往復320円※／２年～
利用件数：約221万経路(R4d)
※大型車誘導区間で完結する経路の場合

手続期間：即時
手数料 ：往復600円／１年
（車両登録料5,000円／台・5年）

利用件数：約0.3万経路 (R4d)

令和４年度申請実績
（許可制度）の内訳

許可制度と確認制度の手数料の比較

新制度利用可能な経路
（全経路の約３割）

新制度利用不可の経
路
（全経路の約７割）
※ 超重量・超寸法等に

ついては電子化後も個
別協議が発生



７．特殊車両通行確認制度の利用促進に向けた課題②
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【確認制度への主な意見・要望等（物流事業者・行政書士）】

確認制度を利用しない理由として、

・電子化されていない道路が多く、同制度だけで完結しない。

・手数料が許可制度より割高
（車両登録手数料、確認の手数料、ETC2.0導入経費）

・利用できない車両がある

・システムの操作に慣れていない（ユーザーインターフェースの改良）
等



８．特殊車両通行確認制度の利用促進に向けた取組
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【①道路情報の電子化】 【③物流事業者等の意見等を
踏まえた改良】

〇①道路情報の電子化、②確認制度手数料が割高、という課題に対応することに加え、
③物流事業者等からの意見・要望等を踏まえ、利用促進に向けた取組を推進

【②確認制度手数料が割高】

＜対応策＞

・道路情報が電子化されていない道

路のうち、重点的に電子化すべき

経路を特定し、R8年度までに概成

（重点的に電子化すべき経路）

H30～R2年度の3年間のうち2か年以上
申請があった区間（約２万km）

毎年新たに発生する未収録経路（年間
6,000km）

• R9年度以降も、新たに発生する経
路の電子化を継続実施

＜対応策＞
・物流事業者等のニーズを把握し、システム

に反映。
（例）
・確認制度利用可能な車両の拡大
⇒許可実績の活用等により、自動算定対象を拡大

・システムUIの改善 等

＜対応策＞
• 確認制度の使い勝手向上

検索条件の改善
（例）
より良い通行条件の区間を選択した
経路探索

元の許可経路
（経路途中に通行条件）

より良い通行条件の
区間を選択した経路

利便性向上を図り、割高感の解消

＜イメージ：自動算定対象の拡大＞

⇒電子化後も個別協議が必要な場合
（超重量・超寸法等）は許可実績の活用等
により対応



９．特殊車両通行確認制度の利用促進に向けて
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【今後の方針】
○審査期間短縮、行政事務の効率化、経路確認による通行適正化等の

ため、確認制度の利用を促進。
〇課題を解決するため更なる道路情報の電子化の促進、利便性向上の

ためのシステム改修等を順次実施。

物流事業者へのヒアリング等を実施した上で、
利用促進策の具体化を検討


